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 下総地区で蓮根を生産している株式会社成田ケンコウファーム（小浮）の

平野孝憲さん（兄）と平野謙太さん（弟）をご紹介します。 

  

 株式会社成田ケンコウファームは現在、技能実習生を含めた２５名の従業

員で稼働しており、４３ヘクタールの広大な農地を耕作しています。今後も

農地を増やし、規模を拡大していきたいとお話しされていました。 

 

  

  

 

  

 平野さん兄弟は成田市内の会社に就職し、農業の知識を習得したのち、２年後

には独立。地域の農家さんに憧れ、自然豊かな地元で成田ケンコウファームを立 

ち上げました。 

 蓮根の品種は、えぐみが少なく甘みがあり、シャキシャキと歯ざわりの良い食感

が特徴の金澄
かなすみ

系で、４月に植え付けをし、８月から収穫を行っています。植え付け

は４月から２～３か月かかる大仕事。毎年、独自の肥料設計により、害虫が寄りつ

かない対策をすることで、消費者に安心して食べていただける蓮根を目指してい

ます。「成福
なりふく

レンコン」という名で年間約６００トンをスーパーや直売所に出荷して

います。 

 会社の経営理念は、「常に探求心を持ち、挑戦し、成長し続け、日本の未来、農

業の未来、子供たちの未来を育てる「農人未来」」としており、どんな時も出荷を

止めず、周りの方々への感謝を忘れず仕事をされているとのことでした。 

 今後も美味しい蓮根を作るために、日々試行錯誤を続けていくと語ってくれた 

平野さん兄弟に今後も期待しています！ 

１日の作業スケジュール 

６時半～ 収穫作業開始 

８時～１２時 選果・出荷作業 

１３～１５時３０分 

草取り等圃場
ほじょう

管理作業 

農業者年金の詳細な内容やご相談については、最寄りのＪＡか 

農業委員会または農業者年金基金にお問い合わせ下さい。    

独立行政法人農業者年金基金 ☎03-5919-0332（企画調整室） 

発行／成田市農業委員会 

編集／成田市農業委員会だより 

     編集委員会 

電話／０４７６－２０－１５７３ 
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株式会社成田ケンコウファーム 
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平野 孝憲
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専務取締役 

平野 謙太
ひ ら の  け ん た

さん（弟） 写真右 

成田出身のお二人にお話をうかがいま

した！ 

 ハス田と飛行機のコントラストがとても素敵な景観 

 令和７年度も、台方地先、大袋地先、駒井野地先の農地で、コスモスやヒマワリを植えて、耕作放

棄地の解消に取り組みました。 成田市農業センターや地元の農家さんから種を譲っていただき、農

業委員・農地利用最適化推進委員が協力し、草刈りやトラクターで耕運し、種まきを行いました。 

ヒマワリは８月、コスモスは９～１０月に見ごろを迎える予定です。また、秋・冬には下総・大栄地区

において引き続き耕作放棄地解消活動の実施を予定しております。 

 

   

 今年はお米問題が深刻で、お米の値段が

５㎏で4,500円前後まで上がりました。今は

3,800円前後に収まっていますが、災害時の

備蓄米である古古米まで放出する羽目となっ

てしまいました。コロナウイルスが治まり、イン

バウンドで外食産業の需要が伸びた影響で

しょうか。 

 輸入米を増やせば、日本の農家はやってい

けなくなってしまいます。そうでなくても農家

の後継者は減ってきています。 

 また猛暑や台風の影響、減反政策等で収量

が激減しています。 

 テレビで農家の方の時給を換算したところ、

２００円位で働いていると言っていました。ど

うにかしなければならないと思います。 
 

 

            編集委員  諏訪 和惠  

軌道に乗り始める前は、奥様を含めた

家族総出で作業を行い、朝５時～翌朝

３時まで作業していたことも。そこから

始まり、今があるというお話でした。 

   

  くらしと経営に役立つ記事と 

  元気の出る情報がいっぱいです。 

発行日/毎週金曜日 

 

 お申込みは、お近くの農業委員 

 又は農業委員会事務局へ 

☎０４７６-２０-１５７３ 

後

http://www.nca.or.jp/shinbun/index.php
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   ～成田市で新たに就農される方へ～ 

「成田市新規就農者等就農支援補助金」 
 

 成田市では、市内で新たに農業経営を開始する方や、すでに農業を営んでいる両親や親族の

経営を引継ぐ、いわゆる「親元就農」にて農業経営を開始される方を対象として補助事業を実施

しています。 

 補助の対象となるのは、農業経営を始めるうえで必要となる機械・施設の取得やリースに係る

費用等のほか、住宅の家賃等に係る経費とし、以下の補助があります。 

 

 

 

 

  

 ◆補助を受けるための要件は 

・農業経営開始から5年以内で、原則50歳未満の市内在住の方 

・市税の滞納がないこと などです。 

詳細は、農政課までお問合せください。 

お問合せ 

成田市役所 農政課 農業振興係 

☎ ０４７６－２０－１５４２ 

   

農業委員会では、農業委員会等に関する法律に基づき、毎年農地の集積や遊休農地の解

消等について目標を設定しております。 
 

①農地の利用集積・集約化 

目   標  ☞ 今年度末の集積面積（累計） 3,123ｈａ 

活動計画  ☞ 農業委員・農地利用最適化推進委員による仲介、公益社団法人千葉県園芸協会や公  

          益財団法人成田市農業センターが実施する農地中間管理事業への支援を継続し、農  

                  地利用集積の促進及びヤミ耕作の解消に努めます。 

②遊休農地の解消 

目     標  ☞・既存遊休農地の解消目標面積５５ha（令和３年度における利用状況調査で、草刈り 

         等で解消可能とした遊休農地を段階的に解消します。） 

         ・前年度に新規に発生した遊休農地の解消目標面積４ha（令和６年度の利用状況調 

          査で、新規に発生した遊休農地の解消を目指します。） 

活動計画  ☞・農地利用最適化推進委員が、担当地区の全農地について、現況確認作業を実施しま 

           す。また、遊休農地と判定された農地の所有者へは、利用意向調査を送付し、今後ど 

                   うしていくのかお伺いします。農地中間管理機構への貸し出しを希望する方には、  

          農地中間管理機構と情報共有を行い、遊休農地の解消を目指します。 

         ・８月から１０月を活動強化月間とし、現状の遊休農地を把握し、解消に努めます。 

         ・違反転用防止パトロールを積極的に実施します。 

③新規参入の促進 

新規就農者に対する権利移動面積☞５６．６ha（過去３か年における農地の権利移動面積の平均 

                        は５６６haであり、その１０％を目指します。） 

※ 参考 R6年度の新規参入者☞８経営体 ３．８ha 

 

   

 農地法第２条の２では、「農地について、所

有権又は賃借権その他の使用及び収益を目

的とする権利を有する者は、当該農地の農業

上の適正かつ効率的な利用を確保するよう

にしなければならない。」という責務規定があ

ります。 

   雑草が繁茂すると、種子が飛散し病害虫も

発生します。また、イノシシなどの有害鳥獣の

棲み処となり、農作物に被害を与えるほか、

近隣農地や地域住民に迷惑がかかりますの

で、農地を所有している方は、定期的に草刈

りをするなど、農地の適正な管理をお願いし

ます。 

   

          
農業者年金 積立方式で安心の終身年金！ 

 
①２０歳以上６０歳未満 

②国民年金第１号被保険者（保険料免除者を除く） 

③年間６０日以上農業に従事 
 

 

★積立方式で確実に受け取れる 
 加入期間がたとえ１ヶ月だけだったとしても、確定拠出型 

 なので、将来確実に受け取れます。 

★掛け金は変更できます。 
 月２万円～６万７千円で、千円単位で毎月でも変更でき、 

  無理なく継続できます。 

★節税効果がスゴイ！！ 

 支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象 

加入要件 

農業者年金の特徴 

例えば…課税所得

が195万円以下な

ら、 

月2万円の保険料で 

3万6千円も税金が 

減らせるのか～ 

夫婦で加入すれ

ばもっと節税 

できるね 

 農地転用とは、「農地を農地以外にすること」

です。農地以外とは、住宅、工場、商業施設、道

路等にすることです。また、農地の形状を変更

しない場合でも、資材置場、駐車場のように耕

作目的以外に使用することも含まれます。 

      ●市街化区域内⇒届出書を提出 

   ●市街化区域外⇒許可申請書を提出 

 相続（遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する

特定遺贈を含む）、法人合併・分割、時効等によ

り、農地等の権利を取得した場合には、相続登

記完了後、農地の所在する農業委員会に、その

旨を届出することが必要となります。  

ストップ！農地の違反転用！ 

 

 

補助率：対象経費の１／２以内 

補助限度額：４０万円 
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   ～成田市で新たに就農される方へ～ 

「成田市新規就農者等就農支援補助金」 
 

 成田市では、市内で新たに農業経営を開始する方や、すでに農業を営んでいる両親や親族の

経営を引継ぐ、いわゆる「親元就農」にて農業経営を開始される方を対象として補助事業を実施

しています。 

 補助の対象となるのは、農業経営を始めるうえで必要となる機械・施設の取得やリースに係る

費用等のほか、住宅の家賃等に係る経費とし、以下の補助があります。 

 

 

 

 

  

 ◆補助を受けるための要件は 

・農業経営開始から5年以内で、原則50歳未満の市内在住の方 

・市税の滞納がないこと などです。 

詳細は、農政課までお問合せください。 

お問合せ 

成田市役所 農政課 農業振興係 

☎ ０４７６－２０－１５４２ 

   

農業委員会では、農業委員会等に関する法律に基づき、毎年農地の集積や遊休農地の解

消等について目標を設定しております。 
 

①農地の利用集積・集約化 

目   標  ☞ 今年度末の集積面積（累計） 3,123ｈａ 

活動計画  ☞ 農業委員・農地利用最適化推進委員による仲介、公益社団法人千葉県園芸協会や公  

          益財団法人成田市農業センターが実施する農地中間管理事業への支援を継続し、農  

                  地利用集積の促進及びヤミ耕作の解消に努めます。 

②遊休農地の解消 

目     標  ☞・既存遊休農地の解消目標面積５５ha（令和３年度における利用状況調査で、草刈り 

         等で解消可能とした遊休農地を段階的に解消します。） 

         ・前年度に新規に発生した遊休農地の解消目標面積４ha（令和６年度の利用状況調 

          査で、新規に発生した遊休農地の解消を目指します。） 

活動計画  ☞・農地利用最適化推進委員が、担当地区の全農地について、現況確認作業を実施しま 

           す。また、遊休農地と判定された農地の所有者へは、利用意向調査を送付し、今後ど 

                   うしていくのかお伺いします。農地中間管理機構への貸し出しを希望する方には、  

          農地中間管理機構と情報共有を行い、遊休農地の解消を目指します。 

         ・８月から１０月を活動強化月間とし、現状の遊休農地を把握し、解消に努めます。 

         ・違反転用防止パトロールを積極的に実施します。 

③新規参入の促進 

新規就農者に対する権利移動面積☞５６．６ha（過去３か年における農地の権利移動面積の平均 

                        は５６６haであり、その１０％を目指します。） 

※ 参考 R6年度の新規参入者☞８経営体 ３．８ha 

 

   

 農地法第２条の２では、「農地について、所

有権又は賃借権その他の使用及び収益を目

的とする権利を有する者は、当該農地の農業

上の適正かつ効率的な利用を確保するよう

にしなければならない。」という責務規定があ

ります。 

   雑草が繁茂すると、種子が飛散し病害虫も

発生します。また、イノシシなどの有害鳥獣の

棲み処となり、農作物に被害を与えるほか、

近隣農地や地域住民に迷惑がかかりますの

で、農地を所有している方は、定期的に草刈

りをするなど、農地の適正な管理をお願いし

ます。 

   

          
農業者年金 積立方式で安心の終身年金！ 

 
①２０歳以上６０歳未満 

②国民年金第１号被保険者（保険料免除者を除く） 

③年間６０日以上農業に従事 
 

 

★積立方式で確実に受け取れる 
 加入期間がたとえ１ヶ月だけだったとしても、確定拠出型 

 なので、将来確実に受け取れます。 

★掛け金は変更できます。 
 月２万円～６万７千円で、千円単位で毎月でも変更でき、 

  無理なく継続できます。 

★節税効果がスゴイ！！ 

 支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象 

加入要件 
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例えば…課税所得

が195万円以下な

ら、 
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3万6千円も税金が 

減らせるのか～ 

夫婦で加入すれ

ばもっと節税 

できるね 

 農地転用とは、「農地を農地以外にすること」

です。農地以外とは、住宅、工場、商業施設、道

路等にすることです。また、農地の形状を変更

しない場合でも、資材置場、駐車場のように耕

作目的以外に使用することも含まれます。 

      ●市街化区域内⇒届出書を提出 

   ●市街化区域外⇒許可申請書を提出 

 相続（遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する

特定遺贈を含む）、法人合併・分割、時効等によ

り、農地等の権利を取得した場合には、相続登

記完了後、農地の所在する農業委員会に、その

旨を届出することが必要となります。  

ストップ！農地の違反転用！ 
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 下総地区で蓮根を生産している株式会社成田ケンコウファーム（小浮）の

平野孝憲さん（兄）と平野謙太さん（弟）をご紹介します。 

  

 株式会社成田ケンコウファームは現在、技能実習生を含めた２５名の従業

員で稼働しており、４３ヘクタールの広大な農地を耕作しています。今後も

農地を増やし、規模を拡大していきたいとお話しされていました。 

 

  

  

 

  

 平野さん兄弟は成田市内の会社に就職し、農業の知識を習得したのち、２年後

には独立。地域の農家さんに憧れ、自然豊かな地元で成田ケンコウファームを立 

ち上げました。 

 蓮根の品種は、えぐみが少なく甘みがあり、シャキシャキと歯ざわりの良い食感

が特徴の金澄
かなすみ

系で、４月に植え付けをし、８月から収穫を行っています。植え付け

は４月から２～３か月かかる大仕事。毎年、独自の肥料設計により、害虫が寄りつ

かない対策をすることで、消費者に安心して食べていただける蓮根を目指してい

ます。「成福
なりふく

レンコン」という名で年間約６００トンをスーパーや直売所に出荷して

います。 

 会社の経営理念は、「常に探求心を持ち、挑戦し、成長し続け、日本の未来、農

業の未来、子供たちの未来を育てる「農人未来」」としており、どんな時も出荷を

止めず、周りの方々への感謝を忘れず仕事をされているとのことでした。 

 今後も美味しい蓮根を作るために、日々試行錯誤を続けていくと語ってくれた 

平野さん兄弟に今後も期待しています！ 

１日の作業スケジュール 

６時半～ 収穫作業開始 

８時～１２時 選果・出荷作業 

１３～１５時３０分 

草取り等圃場
ほじょう

管理作業 

農業者年金の詳細な内容やご相談については、最寄りのＪＡか 

農業委員会または農業者年金基金にお問い合わせ下さい。    

独立行政法人農業者年金基金 ☎03-5919-0332（企画調整室） 

発行／成田市農業委員会 

編集／成田市農業委員会だより 

     編集委員会 

電話／０４７６－２０－１５７３ 

第６５号 令和７年１０月１５日発行 

◆株式会社成田ケンコウファーム◆   

〒28９-0101 成田市小浮７６４－１ 

株式会社成田ケンコウファーム 

代表取締役 

平野 孝憲
ひ ら の  た か の り

さん（兄） 写真左 

専務取締役 

平野 謙太
ひ ら の  け ん た

さん（弟） 写真右 

成田出身のお二人にお話をうかがいま

した！ 

 ハス田と飛行機のコントラストがとても素敵な景観 

 令和７年度も、台方地先、大袋地先、駒井野地先の農地で、コスモスやヒマワリを植えて、耕作放

棄地の解消に取り組みました。 成田市農業センターや地元の農家さんから種を譲っていただき、農

業委員・農地利用最適化推進委員が協力し、草刈りやトラクターで耕運し、種まきを行いました。 

ヒマワリは８月、コスモスは９～１０月に見ごろを迎える予定です。また、秋・冬には下総・大栄地区

において引き続き耕作放棄地解消活動の実施を予定しております。 

 

   

 今年はお米問題が深刻で、お米の値段が

５㎏で4,500円前後まで上がりました。今は

3,800円前後に収まっていますが、災害時の

備蓄米である古古米まで放出する羽目となっ

てしまいました。コロナウイルスが治まり、イン

バウンドで外食産業の需要が伸びた影響で

しょうか。 

 輸入米を増やせば、日本の農家はやってい

けなくなってしまいます。そうでなくても農家

の後継者は減ってきています。 

 また猛暑や台風の影響、減反政策等で収量

が激減しています。 

 テレビで農家の方の時給を換算したところ、

２００円位で働いていると言っていました。ど

うにかしなければならないと思います。 
 

 

            編集委員  諏訪 和惠  

軌道に乗り始める前は、奥様を含めた

家族総出で作業を行い、朝５時～翌朝

３時まで作業していたことも。そこから

始まり、今があるというお話でした。 

   

  くらしと経営に役立つ記事と 

  元気の出る情報がいっぱいです。 

発行日/毎週金曜日 

 

 お申込みは、お近くの農業委員 

 又は農業委員会事務局へ 

☎０４７６-２０-１５７３ 

後

http://www.nca.or.jp/shinbun/index.php

